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  規　　　　　則  

　山形県立米沢女子短期大学学則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成18年２月21日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

山形県規則第５号

　　　山形県立米沢女子短期大学学則の一部を改正する規則

　山形県立米沢女子短期大学学則（昭和48年３月県規則第７号）の一部を次のように改正する。

　目次中「第13章　科目等履修生及び公開講座」を「第13章　科目等履修生、特別聴講生及び公開講座」に改める。

　第13条第２項を次のように改める。

２　学生が次の各号に該当する場合は、別に定めるところにより、その修得し、修得したものとみなされ、又は与

えられた単位を、当該学生が前項の教養科目又は専門科目の履修により修得したものとみなすことができる。

　(1) 在学する学科以外の学科の専門科目を履修し、当該専門科目の単位を修得した場合

　(2) 第12条第１項の規定により、他の短期大学又は大学において履修した授業科目について修得した単位を本学

における授業科目の履修により修得したものとみなされた場合

　(3) 第12条の２第１項又は第12条の３第２項の規定により、単位を与えられた場合

　(4) 第12条の３第１項の規定により、本学に入学する前に短期大学又は大学において履修した授業科目について

修得した単位を、本学における授業科目の履修により修得したものとみなされた場合

　第15条の見出し中「称号」を「学位」に改め、同条中「準学士と称することを認める」を「別に定めるところに

より短期大学士の学位を授与する」に改める。

　「第13章　科目等履修生及び公開講座」を「第13章　科目等履修生、特別聴講生及び公開講座」に改める。

　第40条の次に次の１条を加える。

　（特別聴講生）

第40条の２　他の大学等との協定等に基づき、本学において開設する授業科目中、１科目又は数科目を選んで履修

しようとする当該大学等の学生があるときは、当該授業科目の授業に支障のない限り、学長は、特別聴講生とし

て入学を許可することができる。

２　前条第２項及び第３項の規定は、特別聴講生について準用する。
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　別表第１中

「就職支援講座」を「キャリア形成支援講座」に、

「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第１の改正規定は、平成18年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２　改正後の別表第１の規定は、平成18年度以後において山形県立米沢女子短期大学（以下「短大」という。）に入

学する者（次項に規定する転入学者等を除く。）について適用する。

３　別表第１の改正規定の施行の日の前日において短大に在学する者及び転入学者等（平成18年度において転入学

等により当該在学する者の属する学年に在学することとなる者をいう。）については、改正前の別表第１の規定

は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の別表第１中

「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とあるのは、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

  訓　　　　　令  

山形県訓令第２号

庁　　　　　　　　中

出　　先　　機　　関

　山形県事務代決及び専決事務に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

　　平成18年２月21日

山形県知事　　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　山形県事務代決及び専決事務に関する規程の一部を改正する訓令

　山形県事務代決及び専決事務に関する規程（昭和28年12月県訓令第49号）の一部を次のように改正する。

　別表第３保健福祉環境部の項福祉課の項介護保険法に関すること。の項総合支庁課長専決事項の欄中第22項を第

23項とし、第５項から第21項までを１項ずつ繰り下げ、第４項の次に次の１項を加える。

　５　第53条第１項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定に関すること。

　別表第３産業経済部の項農業振興課の項農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律に関すること。の

項総合支庁長専決事項の欄第１項中「第19条の９第１項」を「第19条の14第１項」に改める。

　　　附　則

１　この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表第３産業経済部の項農業振興課の項の改正規定は、平成18

年３月１日から施行する。

２　この訓令の施行の日から介護保険法等の一部を改正する法律（平成17年法律第77号）の施行の日までの間にお

ける改正後の別表第３保健福祉環境部の項福祉課の項介護保険法に関すること。の項総合支庁課長専決事項の欄

第５項の規定の適用については、同項中「第53条第１項」とあるのは、「介護保険法等の一部を改正する法律

（平成17年法律第77号）附則第15条の規定により、同法の施行前においても行うことができるとされる同法第３

条の規定による改正後の介護保険法第53条第１項」とする。
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  告　　　　　示  

山形県告示第111号

　次の加入区に係る漁業災害補償法（昭和39年法律第158号）第108条第２項の規定による漁獲共済に係る共済契約

の申込みをすることについての同意は、同項に規定する要件に適合すると認める。

　　平成18年２月21日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　(1) 加入区の名称

　　　　酒田市中部加入区

　　(2) 加入区の区域及び漁業の区分

　　　イ　加入区の区域　　酒田市北部加入区、酒田市南部加入区、酒田市浜中加入区、酒田市十里塚加入区及び

酒田市宮野浦加入区の区域以外の区域（飛島を除く。）

　　　ロ　漁 業 の 区 分　　総トン数10トン未満の漁船によりいか釣り漁業を主とする漁業、小型機船底びき網漁

業（総トン数15トン未満の漁船によるものをいう。以下同じ。）、沖合底びき網漁業（総

トン数15トン以上75トン未満の漁船によるものをいう。）及び小型いか釣り漁業（総トン

数５トン以上30トン未満の漁船によるものをいう。以下同じ。）

２　(1) 加入区の名称

　　　　酒田市中部加入区

　　(2) 加入区の区域及び漁業の区分

　　　イ　加入区の区域　　酒田市北部加入区、酒田市南部加入区、酒田市浜中加入区、酒田市十里塚加入区及び

酒田市宮野浦加入区の区域以外の区域（飛島を除く。）

　　　ロ　漁 業 の 区 分　　総トン数10トン未満の漁船により主として刺網を使用して営む漁業

３　(1) 加入区の名称

　　　　飛島法木加入区

　　(2) 加入区の区域及び漁業の区分

　　　イ　加入区の区域　　酒田市飛島字法木の区域

　　　ロ　漁 業 の 区 分　　総トン数10トン未満の漁船によりいか釣り漁業を主とする漁業

４　(1) 加入区の名称

　　　　飛島中村加入区

　　(2) 加入区の区域及び漁業の区分

　　　イ　加入区の区域　　酒田市飛島字中村の区域

　　　ロ　漁 業 の 区 分　　総トン数10トン未満の漁船によりいか釣り漁業を主とする漁業

５　(1) 加入区の名称

　　　　飛島勝浦加入区

　　(2) 加入区の区域及び漁業の区分

　　　イ　加入区の区域　　酒田市飛島字勝浦の区域

　　　ロ　漁 業 の 区 分　　総トン数10トン未満の漁船によりいか釣り漁業を主とする漁業

６　(1) 加入区の名称

　　　　鶴岡市由良加入区

　　(2) 加入区の区域及び漁業の区分

　　　イ　加入区の区域　　鶴岡市由良の区域

　　　ロ　漁 業 の 区 分　　小型機船底びき網漁業、小型いか釣り漁業及びさけ小型定置漁業

７　(1) 加入区の名称

　　　　鶴岡市豊浦加入区

　　(2) 加入区の区域及び漁業の区分

　　　イ　加入区の区域　　鶴岡市三瀬、小波渡及び堅苔沢の区域

　　　ロ　漁 業 の 区 分　　小型機船底びき網漁業及びさけ小型定置漁業

８　(1) 加入区の名称

　　　　鶴岡市鼠ヶ関加入区
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　　(2) 加入区の区域及び漁業の区分

　　　イ　加入区の区域　　鶴岡市五十川、温海、大岩川、小岩川、早田及び鼠ヶ関の区域

　　　ロ　漁 業の 区 分　　小型機船底びき網漁業及びさけ小型定置漁業

９　(1) 加入区の名称

　　　　鶴岡市鼠ヶ関加入区

　　(2) 加入区の区域及び漁業の区分

　　　イ　加入区の区域　　鶴岡市五十川、温海、大岩川、小岩川、早田及び鼠ヶ関の区域

　　　ロ　漁 業の 区 分　　総トン数10トン未満の漁船により刺網若しくははえ縄を使用して、又は釣りによって

営む漁業を主とする漁業であって鶴岡市早田の区域の者が営むもの

10　(1) 加入区の名称

　　　　鶴岡市鼠ヶ関加入区

　　(2) 加入区の区域及び漁業の区分

　　　イ　加入区の区域　　鶴岡市五十川、温海、大岩川、小岩川、早田及び鼠ヶ関の区域

　　　ロ　漁 業の 区 分　　総トン数10トン未満の漁船により刺網若しくははえ縄を使用して、又は釣りによって

営む漁業を主とする漁業であって鶴岡市鼠ヶ関の区域の者が営むもの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第112号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を次のとおり認

可した。

　　平成18年２月21日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　施行者の名称

　　山 形 市

２　都市計画事業の種類及び名称

　　(1) 種　類　　山形広域都市計画道路事業

　　(2) 名　称　　３・４・５号薬師堂上桜田線

３　事業地

　　(1) 収用の部分　　変更なし

　　(2) 使用の部分　　な　し

４　事業施行期間

　　平成７年10月20日から平成23年３月31日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第113号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において平成18年２月21日から同年３月６日まで縦覧に供す

る。

　　平成18年２月21日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　道路の種類　　県　道

２　路　線　名　　山形山辺線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

53
12.8～

 4.8
旧

東村山郡山辺町大字山辺字南町1587番２から

同　　　　　　　　　　字嶋ノ前3566番２まで

同　上
12.8～

 5.9
新同　　　　　　　　　　　　　　　　上

メートルメートル

メートル
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山形県告示第114号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において平成18年２月21日から同年３月６日まで縦覧に供す

る。

　　平成18年２月21日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　路　　線　　名　　山形山辺線

２　供用開始の区間　　東村山郡山辺町大字山辺字南町1587番２から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　字嶋ノ前3566番２まで

３　供用開始の期日　　平成18年２月21日

正　　　　　誤

正誤行ページ
県 公 報
番　 号

発行年月日

「課長が」「課長」15１号外21号平成17. 4. 1

「課長（女性青少年政策室長を
含む。以下同じ。）が」

「課長（女性青少年政策室長を
含む。以下同じ。）」

同同同同
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